生駒市子育て世帯訪問支援事業実施事業者登録要綱
（趣旨）
第１条　この要綱は、生駒市子育て世帯訪問支援事業実施要綱（令和８年４月１日施行。以下「実施要綱」という。）第３条の規定に基づき、市長の委託を受けて子育て世帯訪問支援事業を実施する事業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
（事業内容）
第２条　前条の市長の委託を受けて子育て世帯訪問支援事業を実施する事業者が行う事業の内容は、実施要綱及び別に定める委託業務仕様書（以下「仕様書」という｡) に定めるところによる。
（登録）
第３条　子育て世帯訪問支援事業を実施しようとする者は、あらかじめ、市長の登録を受けなければならない。
２　前項の登録を受けようとする者は、生駒市子育て世帯訪問支援事業実施事業者登録申請書兼誓約書（様式第１号）に、市長が必要と定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
（登録の資格要件）
第４条　前条第１項の登録を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1）実施要綱第３条第３項第１号に規定する要件を満たすこと。
(2）実施要綱第３条第３項第２号に規定する要件を満たすこと。
(3）次に掲げる要件をすべて満たすこと。
ア　事業の趣旨を十分に理解し、仕様書に基づき委託業務を適切に実施することができる法人であること。
イ　事業の実施に必要な従事者を派遣することができる体制を有していること。
ウ　実施要綱第５条に規定する家事支援又は育児・養育支援を提供することができること。
エ　事業の適正な実施を統括する事業責任者として、常勤の職員（他の業務との兼務を妨げない。）を配置することができること。
オ　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。
カ　生駒市物品・委託業務等入札参加資格者入札参加停止措置要領第２条第２号に規定する入札参加資格者である場合にあっては、同要領第３条の規定による入札参加停止の措置を受けていないこと。
キ　生駒市暴力団排除条例（平成２３年条例第２９号）第２条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者のいずれにも該当しないこと。
ク　納税義務者にあっては、市税等を滞納していないこと。
ケ　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続又は再生手続が開始されている等、経営状態が著しく不健全であると認められないこと。
（審査及び登録）
第５条　市長は、第３条第２項の規定による申請を受理したときは、 速やかにその内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。
２　市長は、前項の規定により登録を行うときは、生駒市子育て世帯訪問支援事業実施事業者登録決定通知書（様式第２号）により当該申請をした者に通知するものとする。
３　市長は、第１項の規定により登録を行わないときは、生駒市子育て世帯訪問支援事業実施事業者却下決定通知書（様式第２号）により、当該申請をした者に通知するものとする。
（登録内容の変更）
第６条　前条第２項の規定による登録の決定を受けた事業者は、登録を受けた事項に変更が生じたときは、生駒市子育て世帯訪問支援事業実施事業者登録変更届（様式第３号）を、速やかに市長に提出しなければならない。
（登録の取消し）
第７条　市長は、第５条第２項の規定による登録の決定を受けた事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すことができる。
(1）申請書又はその添付書類に虚偽の記載があったとき。
(2）実施要綱又は委託契約の規定に違反したとき。
(3）第４条に規定する要件を満たさなくなったとき。
２　市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を記載した書面により、当該事業者に通知するものとする。
（登録の辞退）
第８条　第５条第２項の規定による登録の決定を受けた事業者は、子育て世帯訪問支援事業を実施できなくなったときは、生駒市子育て世帯訪問支援事業実施事業者登録辞退届（様式第４号）を速やかに市長に提出しなければならない。
（委任）
第９条　この要綱に定めるもののほか、登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附　則
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
